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平成１５年度実績評価実施結果報告書

民事局政策所管部局

登記事務のコンピュータ化施策等の名称

目 標 基本目標

登記情報の電子化により，登記情報の適正な管理が可能になるだけでなく，
登記事項証明書等の迅速な交付が可能となるなど利用者の窓口での待ち時間が
大幅に短縮される。また，利用者が，登記所に出向くことなく，登記情報にア
クセスすることができ，また，自宅近くの法務局において他管轄物件の証明書
の取得ができるようになるなどの行政サービスの向上に資することができる。

【基準年次： 評価総括年次： 】平成１３年度 平成１６年度

達成目標

平成１６年度末までに，需要の多い都市部を中心として全国の主要な登記
所の登記情報の電子化を完了する。

不動産登記：全国 不動産登記については，平成１６年指標１ 目標値等
の登記簿の総不動産 度末までに，需要の多い都市部を中心
筆個数に対する移行 として全国の主要な登記所の登記情報
完了筆個数 の電子化を完了する。

商業・法人登記： 商業・法人登記については，平成１指標２ 目標値等
全国の登記簿の総会 ５年度末までに，需要の多い都市部を
社・法人数に対する 中心として全国の主要な登記所の登記
移行完了会社・法人 情報の電子化を完了する。
数

ＩＴ（情報技術）施策の急速な進展を背景として，国民のニーズの変化・多基本的考え方
様化が進む状況下において，国民生活及び経済活動の基本インフラである登記
事務はその信頼性を保持し，社会の変化に的確に対応していく必要がある。従
来の紙の登記簿等による事務処理においては，その登記簿等を職員が探す作業
から入るため，必然的に登記簿謄本等の申請から交付までに長時間を要せざる
を得なかった。また，紙の登記簿の原本を閲覧できたため，登記簿の抜き取り
改ざん等の不正事案も後を絶たなかった。これらの問題を解決するため，登記
事務のコンピュータ化を実施することとした。これにより，窓口での待ち時間
は大幅に短縮され，登記情報の適正な管理も可能となり，また，登記情報提供
制度，登記情報交換制度もコンピュータ化に伴い実現できるため，国民は窓口
に出向くことなく，登記情報にアクセスでき，自宅近くの法務局において他管
轄物件の証明書の取得ができるようになった。
このため，不動産登記については，約２億７，０００万筆個の物件について

の登記情報を順次電子化することとし，平成１６年度末までに需要の多い都市
部等を中心に全国の主要な登記所における登記情報の電子化を完了することと
した。また，商業登記については，約３５０万社の会社・法人の登記情報につ
いて，順次電子化を図ることとし，平成１５年度末までに全国の主要な登記所
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における登記情報の電子化を完了することとした。その後も可及的速やかに登
記事務のコンピュータ化を完了させるべく，鋭意努力することとしている。

特になし目標達成に影
響を及ぼす可
能性のある外
部要因

平成１６年３月３１日測 定 方 法 等 １．測定時期：

２．測定方法等
平成１５年度における移行完了率

評 価の 内 容 １．平成１５年度に講じた施策（実施状況）
平成１６年３月３１日現在
不動産移行完了率 ７０．２％
約２億７，０００万筆個のうち，平成１５年度において約７％をコンピュー

タ化
商業・法人移行完了率 ７９．４％
約３５０万法人のうち平成１５年度において約１８％をコンピュータ化

２．評価結果
不動産については，平成１５年度における電子化の実績を維持すれば，平成

１６年度末までに，需要の多い都市部を中心とする全国の主要登記所について
登記情報の電子化が完了する見込みであり，商業については，平成１５年度末
までに，主要登記所の登記情報の電子化は完了しており，いずれも目標は達成
している。

商業については，現目標の達成年度である平成１５年度を経過し，全登記所見直しの有無
のコンピュータ化の実現に向けた新たな目標の設定が必要となっている。
また，平成１６年度からは，新たにオンラインによる登記申請のためのシス

テムを導入するなど，登記事務のコンピュータ化に対する要請は，今後益々高
まることが予想されるほか，平成１５年７月には「法務省電子政府構築計画」
が決定され，国民の多様なニーズに柔軟に対応できる質の高い行政サービスを
実現するために，現在の登記情報システムを刷新し，システムの再構築（最適
化）を行う方針が確認された。これを受けて，平成１５年度においては，シス
テム再構築に係る基本設計の調達を実施し，今後，詳細設計，システム開発等
を経て，平成２０年度には新システムへの移行・運用を開始することとしてお
り，その前提として，現行システムによる登記情報の電子化を完了させること
が必要になっている。

， ， ，そこで 平成１６年度からは 最終的な登記情報の電子化の完了を目指して
新たな達成指標を設定し，今後の登記事務のコンピュータ化を計画的に進める
こととする。

（平成１６年度以降の設定目標）

達成目標

平成２０年度早期に全国の登記所の登記情報の電子化を完了する。
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不動産登記：全国 不動産登記については，平成２０年指標１ 目標値等
の登記簿の総不動産 度早期に全国の登記所の登記情報の電
筆個数に対する移行 子化を完了する。
完了筆個数割合

商業・法人登記： 商業・法人登記については，原則と指標２ 目標値等
全国の登記簿の総会 して平成１７年度末までに登記情報の
社・法人数に対する 電子化を完了させる。
移行完了会社・法人
数割合

備 考
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平成１５年度実績評価実施結果報告書

民事局政策所管部局

商業登記に基礎を置く電子認証制度の導入施策等の名称

目 標 基本目標

商業登記に基礎を置く電子認証制度（以下「本制度」という ）の導入を次。
の「達成目標」により進めることにより，電子商取引や電子申請・届出の基盤
整備を早期に実現する。

【基準年次： 評価総括年次： 】平成１３年度 平成１６年度

達成目標

本制度を利用可能な法人の割合を平成１６年度早期に１００％とする。

本制度を利用可能な法 平成13年度末：約50％以上指標 目標値等
人の割合 平成14年度末：約85％以上

平成15年度末：約95％以上
平成16年度早期：100％

本制度は，商業登記情報（商号，本店及び代表者の資格・氏名等）に基づい基本的考え方
て，法人を電子的に認証し，電子証明書の発行等を行う制度である。
従来，国民等が法人を相手方として取引等を行う場合においては，その相手

方の「本人性 「法人の存在」及び「代表権限の存在」を確認するための方」，
法として，登記所が発行する印鑑証明書・資格証明書が広く利用されてきたと
ころであるが，電子的な取引社会においては，これらの紙の証明書に代わるも
のとして電子的な証明書が求められる。また，法人が行政機関に対して，オン
ラインにより申請・届出等を行う場合においても，自らを電子的に証明する手
段として電子証明書が求められることとなる。
そこで，法務省においては，電子商取引や電子申請・届出等の基盤整備を早

， ，期に実現することを目的として 平成１２年１０月から本制度の運用を開始し
登記所において，法人に係る電子証明書を取得できるようにしたところである
が，これは，今後のＩＴ社会の基盤をなすものであるとともに，高度情報化社
会にふさわしい形で商業登記情報を活用する方法としても，重要な意義を持つ
ものとなっている。
このように，本制度は，法人を認証する基盤として不可欠のものであり，早

期に全国的なサービス提供を可能とすることが求められていることから，本制
度の全国の登記所への導入に当たっては，登記所の統廃合等を考慮した予算の
効率的な執行等に配慮しつつ，平成１５年度までに実質的にすべての行政手続
をインターネット等で行えるようにすることを目標とする電子政府実現のスケ
ジュールを踏まえて，平成１５年度内にはほぼすべての登記所に導入を終える
ようにする必要がある。

特になし目標達成に影
響を及ぼす可
能性のある外
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部要因

平成１６年３月３１日測 定 方 法 等 １．測定時期：

２．測定方法等
本制度を利用可能な法人の割合を指標として評価することとし，各年度にお

いて，以下の数値を達成しているかどうかを測定する。
なお，目標数値は，電子政府の実現目標となる平成１５年度までに導入を終

えることを原則としつつ，予算の効率的な執行に配慮して，保有法人数の多い
登記所から優先的に制度を導入することとした場合に得られる数値を基礎とし
ている。

平成１３年度末：約５０％以上
平成１４年度末：約８５％以上
平成１５年度末：約９５％以上
平成１６年度早期：１００％

評 価の 内 容 １．平成１５年度に講じた施策（実施状況）
平成１５年度においては，予算の効率的な執行に配慮しつつ，保有法人数の

多い登記所から優先的に制度を導入するよう配慮し，新たに２２２登記所にて
運用を開始した。
なお，この結果，４０万弱の法人について，新たに本制度の利用が可能とな

った。

２．評価結果
平成１５年度末現在において，本制度を利用可能な法人の割合は，約９８％

となっており，基本目標を達成している。
なお，平成１６年度においても引き続き電子商取引や電子申請・届出の基盤

整備を早期に実現するため，計画的な導入を図ることとしている。

特になし見直しの有無

備 考
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平成１５年度実績評価実施結果報告書

大臣官房司法法制部政策所管部局

外国法事務弁護士の在り方施策等の名称

目 標 基本目標

国民等が享受する外国法事務サービスの向上

【 平成１５年度】基準年次・評価総括年次：

達成目標

外国法事務弁護士の質を保ちながら数を増やす。

外国法事務弁護士の増加 対前年度増指標１ 目標値等

承認取消者の数 承認取消者数ゼロの維持指標２ 目標値等

１ 「課題・ニーズ」基本的考え方
外国法事務弁護士の現登録者数の不足は，①国内の渉外法律事務所及び一

部の外国法事務弁護士事務所が市場をほぼ独占する寡占状態を招き，②外国
法事務弁護士間のビジネス上の競争環境がないことから法律サービスの質が
向上しない等，依頼者である国民にとって不利益な状況が生じる蓋然性が高
い。

そこで，司法法制全般を所掌し 「外国弁護士による法律事務の取扱いに，
関する特別措置法 （以下「外弁法」という ）を所管する司法法制部として」 。
は，同法の目的の一つである渉外的法律事務サービスの供給の安定を図るた
め，具体的には，①国民等による外国法に係る法律事務を依頼する際の選択
肢の増加，②国民等が享受する外国法律事務サービスの質の向上の要請に応
えるために，外国法事務弁護士の登録者数を増加させることが課題となって
いる。

２ 「目的・意図」
我が国における渉外的法律事務を安定させるとともに，外国における日本

法に関する法律事務を充実させるため，昭和６１年５月，外弁法を制定し，
外国の弁護士となる資格を有する者が，その資格を根拠として新たな資格試
験等を課されることなく，我が国において外国法に関する一定の法律事務を
取り扱うことができることとした。

外国法事務弁護士制度は，外国弁護士を受け入れることによって，我が国
における外国法に関する法律サービスの質及び量を向上させ，我が国に居住
する者及び我が国で活動する企業の渉外的法律関係において紛争を未然に防
止し，あるいは紛争を早期・適切に解決し，その法律関係を安定させること
を目的の一つとするものである。

３ 「施策の具体的内容」
外国法事務弁護士となるためには，法務大臣による承認と日本弁護士連合

会の名簿への登録が必要とされる。
そこで，外国法事務弁護士となる資格の承認審査に関する事務を遂行する

際には，事前相談及び予備審査制度を積極的に活用し，申請者の負担軽減，
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承認申請手続の円滑化，承認までの期間の短縮化を図ることにより，ひいて
は外国法事務弁護士の登録者数を年々着実に増加させるべく努めている。

なお，施策の実施に当たっては，外国法事務弁護士の質を保ちながら数を
増やすことを目標に，現登録者数の前年度からの増加及び承認取消者数ゼロ
の維持を成果指標とし，その結果を踏まえ外国法事務弁護士政策を適宜見直
し，最終成果である「国民等が享受する外国法事務サービスの向上」を目指
す。

景気動向，為替動向，市場企業活動のグローバル化といった要因は，民間企目標達成に影
業等の海外設備投資の増減，生産業を中心とした輸出関連収益の増減など企業響を及ぼす可
活動に大きな影響を与え，これに伴って渉外的法律事務サービスの需要も変動能性のある外
するものと考えられる。部要因

平成１６年３月３１日測 定 方 法 等 １．測定時期：

２．測定方法等
外国法事務弁護士の登録者数等については，上記の外部要因に大きく左右さ

れる可能性が大であり，かつ定数の確保又は需要調整等を求めるものではない
ので，達成目標を設定し，達成度を数値化することにはなじまないが，外国法
事務弁護士の現登録者数の増加は，我が国における外国法に関する法律サービ
スの供給量が増加していることの証左となり得ることから，現登録者数が増加
することを目標に，現登録者数の前年度からの増加を成果指標とした。また，
承認取消者数がいないことは，これまでの資格審査が適正であったことを示す
ものであり，登録後も二年次報告等によりその業務内容を把握することに努め
てきた成果であり，外国法事務弁護士の質を保っていることの証左となり得る
ことから，承認取消者数ゼロの維持も成果目標とした。

評 価 の 内 容 １．平成１５年度に講じた施策（実施状況）
( ) 事前相談事務等1

① 事前相談件数 １，２０４件（同一人に対する複数相談を含む ）。
② 予備審査受理 ４３人

(2) 承認事務等
① 承認申請受理 ４３人（前年度比 ７．５％増）
② 承認（新規） ４２人（同 ２０．０％増）
③ 登録（新規） ４４人（同 ６２．９％増）
④ 現登録者数 ２１３人（同 １２．６％増）
⑤ 総承認者数 ４５４人（前年度から４２人増）
⑥ 総登録者数 ４４１人（同４４人増）
※ 別添「外国法事務弁護士の承認及び登録に関する状況」１及び２
のとおり
「外国法事務弁護士の承認及び登録に関する状況」１

平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度
承認申請受理 ４１ ４０ ４３
承認者 新規 ５１ ３５ ４２（ ）
登録者 新規 ５２ ２７ ４４（ ）

（注）各人数は，各年度末現在におけるもの。
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要因の一つになり得るとともに，申請者の負担軽減の観点からも，今後も
引き続き承認審査事務の迅速性を維持していく必要がある。

(4) 関連法令の改正作業
外弁法を所管する当部は，司法制度改革推進本部による改正外弁法の立

案作業に協力してきたところであるが，平成１５年７月１８日，外弁法の
改正を含む司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律が可決
成立し，同月２５日に公布された。
今回の外弁法改正の主要部分である外国法事務弁護士と弁護士との共同

事業の自由化及び外国法事務弁護士による弁護士の雇用解禁等について
は，今後日本弁護士連合会則等の整備等所要の措置を行い，公布から二年
以内に施行することを予定している。今回の改正によって，外国法事務弁
護士と弁護士とが多様な形態で提携・協働して，日本法と外国法を含む，
質の高い包括的・総合的な法律サービスに対する利用者のニーズにより的
確に応えることが可能となるとともに，外国法事務弁護士の増加に寄与す
ることが考えられ，我が国経済の国際競争力を回復するための基盤整備の
一つとして，弁護士の国際化が進展することが期待される。

２．評価結果
平成１５年度の外国法事務弁護士の現登録者数は，前年度の１８９人から１

２．６％増加して２１３人となった。前年度の１．６％増と比較すると大幅に
増加しており，外国法事務サービスの供給量が増加し，結果として国内外のニ
ーズに応えるものとなったと評価することができる。また，承認取消者数ゼロ
を維持することができたことは，これまでの資格審査事務が適正であったこと
を示すものであるとともに，登録後も二年次報告書等によりその業務内容を把
握することに努めてきた成果であり，外国法事務弁護士の質を保ちながら数を
増やすという達成目標を達成する結果となった。

今後も，社会，経済活動の国際化に伴い，国民等が享受する外国法事務サー
ビスを供給することのできる司法的なインフラとして，外国法事務弁護士に対
するニーズの継続的な増加が見込まれることから，外国法事務弁護士制度の整
備，拡充を図っていく必要がある。

特になし見直しの有無

備 考
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平成１５年度実績評価実施結果報告書

大臣官房司法法制部政策所管部局

債権管理回収業の監督施策等の名称

目 標 基本目標

債権管理回収業における債権管理回収行為等の適正が確保される。

【基準年次・評価総括年次： 】平成１５年度

達成目標

債権回収会社の違法・不当な業務による国民被害を未然に防止するととも
に，暴力団等反社会的勢力の参入を排除する。

苦情申立ての状況 苦情率 対前年減指標１ 目標値等（ ）
苦情率＝年間苦情受付件数÷（

許可会社数× ）100

債権回収会社に対する立入 対前年増指標２ 目標値等
検査の実施状況（実施率）

債権回収会社に対する立入 －指標３ 目標値等
検査で指摘した事項の改善状
況

回収先（債務者）ヒアリングによる回収状況把握参考指標１

債権管理回収業の営業許可審査件数参考指標２

債権回収会社に対する行政処分の件数参考指標３

１ 課題・ニーズ基本的考え方
金融機関等による資金供給の円滑化を図るため，金融機関等が抱える膨大

な不良債権を効率的に処理することが喫緊の課題である。

２ 目的・意図
(1) これまで弁護士にしか許されていなかった債権回収業を，法務大臣によ
る許可制を採ることにより民間業者に解禁し，債権回収の分野に民間活力
を導入することで不良債権等の処理を促進する。

(2) 債権回収の分野には暴力団員，事件屋等の反社会的勢力が深く関与して
いた実態にかんがみ，許可に当たり，暴力団員等の反社会的勢力の参入を
排除する。

(3) 許可業者（債権回収会社）の違法・不当な回収行為により債務者等が損
害を受けることを防止するなど債務者等の保護を図るため，許可業者に対
して行為規制を課すとともに十分な監督を行い，業務の適正な運営を確保
する。
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(4) 金融機関等が抱える不良債権を迅速かつ円滑に処理することにより，我
が国の経済の健全な発展に寄与する。

３ 施策の具体的内容
(1) 債権管理回収業への暴力団員等の反社会的勢力の参入を排除するととも

に，債権回収会社による違法不当な回収行為により債務者が被害を受ける
ことなどを防止するため，法務省は警察庁及び日本弁護士連合会との三者
による緊密な協力体制を背景とした許可の審査及び監督業務を行う。

(2) 債権回収会社に対する立入検査の実施，回収先（債務者）に対するヒア
リングによる回収状況の把握，苦情の受付等により，債権回収会社の業務
に関して法令違反行為又は法令違反につながるおそれがある不当な業務処
理事項が判明した場合には，行政処分（業務改善命令，業務停止命令，許
可取消し）の要否について検討し，債権回収会社に対する業務改善の措置
を執る。

特になし目標達成に影
響を及ぼす可
能性のある外
部要因

平成１６年３月３１日測 定 方 法 等 １．測定時期：

２．測定方法等
不良債権の実質的処理を促進することにより金融機関等による資金供給の

円滑化を図り，国民経済の健全な発展に資するという基本目標を達成するた
め，債権管理回収業の適正な運営を確保する過程において，債権回収会社の
業務運営等が適正になされるようにすることを中間成果目標とし，以下の指
標を用いることにより評価する。
(1) 成果指標として，法務省に対する債務者等からの苦情申立ての状況とし

ての苦情率を用い，その増減により目標の達成度を評価する。
(2) 結果指標として，債権管理回収業の営業許可に当たっての審査件数(許

）， （ ），可会社数 債権回収会社に対する立入検査の実施状況 立入検査実施率
苦情受付件数，回収先（債務者）に対するヒアリングの実施件数及び債権

（ ） 。回収会社に対する法務大臣の行政処分 業務改善命令等 の件数を用いる
(3) 評価に当たり，苦情申立ての状況（苦情率）については，苦情として表

面化しない潜在的な問題の有無を把握する手段として，債権回収会社の回
収先（債務者）に対するヒアリングを実施した結果内容により補完すると
ともに，監督状況を示す立入検査の実施率，債権管理回収業の許可会社数
の増加を平行モニタリングする。また，債権回収会社に対する行政処分の
数についても，監督を適切に実施しているかどうかを示す指標である立入
検査の実施率，及び苦情申立状況を並行モニタリングをし，これらの指標
の増減推移を総合的に判断して評価する。

(4) 以上の定量的な指標のほか，債権回収会社に対して第１回目の立入検査
で指摘した事項については，第２回目の立入検査までに十分な改善措置が
執られており，再び同様の問題点は指摘されないことなどについても定性
的な情報として評価する。

評 価の 内 容 １．平成１５年度に講じた施策（実施状況）

(1) 苦情申立ての状況
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債権回収会社の回収行為等に関して，債務者等の関係者から苦情の申立
， 。てや情報提供を受け付けることにより 回収行為の状況等を把握している

苦情の申立て等があった場合には，事実関係を調査の上，必要に応じて
立入検査を実施し，立入検査の結果等によっては，業務改善命令などの処
分を行う。

１３年 １４年 １５年
苦情の申立て件数 ３９件 ４０件 ４８件
（内訳）
行為規制に関するもの ３４件 ３９件 ４２件
行為規制以外に関するもの ２件 ０件 ２件
その他 ３件 １件 ４件

１３年 １４年 １５年
苦情率 60.0% 52.6% 56.5%

（注）苦情率（年間苦情受付件数÷営業会社数×100）

(2) 債権回収会社に対する行政処分の件数
債権回収会社の業務の適正な運営を確保するために必要があると認める

ときは，債権回収会社に対して業務の改善に必要な措置を執るべきことを
命ずることができる（業務改善命令 。また，債権回収会社が債権管理回）

， ， ，収業に関し 著しく不当な行為をしたときなどは 営業の許可を取り消し
又は業務の停止を命ずることができる（許可取消し，業務停止命令 。）

１３年 １４年 １５年
行政処分の件数 ０件 ０件 １件

(3) 債権管理回収業の営業許可審査件数（許可会社数）
債権管理回収業の許可については，暴力団員等がその事業活動を支配す

ること，役員等に暴力団員等が含まれていることなどを欠格要件としてお
り，暴力団員等の参入を排除している。

１３年 １４年 １５年
営業許可審査件数 ２０件 １１件 １１件
審査件数（累計） ６５件 ７６件 ８７件

(4) 債権回収会社に対する立入検査の実施状況
債権回収会社の業務の実態を的確に把握し，適時・適切な指導・監督を

行うことにより，債権回収会社の適正な業務の運営を確保することを目的
として定期的に立入検査を実施している。

１３年 １４年 １５年
実施会社数 １６件 ２３件 ３１件
営業会社数 ６５件 ７６件 ８５件
実施率 24.6% 30.3% 36.5%
（注）実施率（実施会社数÷営業会社数×100）
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(5) 回収先に対するヒアリング実施件数（累計）
債権回収会社の回収状況について調査をする必要がある場合には，回収

先（債務者）の協力を得てヒアリングを実施し，債権回収会社による違法
・不当な回収行為が行われていないかどうか等を調査している。

１３年 １４年 １５年
ヒアリング実施件数 ８１件 １０５件 １７８件

２．評価結果
(1) 債権回収という業務行為の性質上，一般的には，暴力団員等の反社会的

勢力の参入や，債務者に対する過酷な取立て等が行われる懸念があるとこ
ろ，これらの成果指標である「苦情率」を見ると５６．５％で前年度に比
較して３．９ポイント増加しているが，行為規制に関する実質的な苦情率
を見ると４９．４％で前年度(51.3%)と比較すると逆に１．９ポイント減少
している。

， 「 」 「 」次に 結果指標である 立入検査の実施率 及び ヒアリング実施件数
を見ると，いずれも大幅に増加しているほか，ヒアリング結果等について
も特に問題になる事項は認められない。しかしながら，業務改善命令に係
る行政処分が１件実施されたが，その内容は会社の運営体制に関するもの
で，反社会的勢力の参入や過酷な債権取立てに関するものではない。

したがって，総合的に判断して，いずれの指標についても目標値を達成
し得たと評価することができる。

(2) 債権管理回収業の許可申請件数は，８７件で前年度（７６件）に比較し
て１１件増加（増加率１４．５％）するなかで，これら営業許可の審査及
び許可後における上記監督を通じ，今後も債権管理回収行為の適正を確保
することとしている。

特になし見直しの有無

備 考
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平成１５年度実績評価実施結果報告書

人権擁護局政策所管部局

民事法律扶助事業の推進施策等の名称

目 標 基本目標

資力に乏しい者の「裁判を受ける権利」が実質的に保障される。

平成１５年度】【基準年次・評価総括年次：

達成目標１

増大する需要に対処するため，事業の効率化を図りつつ，民事法律扶助事業
（法律相談援助，代理援助及び書類作成援助）の実施件数を増加させる。

法律相談援助の実施件数 対前年度増指標１ 目標値等

代理援助の実施件数 対前年度増指標２ 目標値等

書類作成援助の実施件数 対前年度増指標３ 目標値等

大量一括委託契約による事件数 対前年度増指標４ 目標値等

代理援助事件（終結事件）の成功率参考指標

達成目標２

立替金債権の償還率を向上させる。

償還率 対前年度増指標 目標値等

国民が民事紛争に巻き込まれた場合，弁護士によるアドバイスを受けたり，基本的考え方
弁護士に訴訟代理を委任したりする必要があるが，国民の中には，弁護士費用
を負担する資力のない者も多数存在する。民事法律扶助事業は，このような資

力の乏しい者に対し，弁護士費用等の立替え等を行い，民事裁判等手続におい
て自己の権利を実現することができるようにし 「裁判を受ける権利 （憲法第， 」
３２条）を実質的に保障することを目的としている。同事業については，民事

法律扶助法に基づき法務大臣から指定を受けた（財）法律扶助協会が，法務大
臣の監督の下で実施しており，国は，同事業のために，毎年，同協会に対し，
補助金を交付している。
民事法律扶助に対する需要は，裁判所への申立て事件数の増加に対応し，全

体的に増加しているが，特に，近時の景気動向を反映して，自己破産事件に対
する扶助の需要が大幅に増加している。このように増大する需要に対処するた
め，事業の効率化を図りつつ，平成１５年度における民事法律扶助事業（法律
相談援助，代理援助及び書類作成援助）の実施件数が前年度と比較して増加し

たか，また，立替金債権の償還率等が前年度と比較して向上しているかを検証
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する。

特になし目標達成に影
響を及ぼす可
能性のある外
部要因

平成１６年３月３１日測 定 方 法 等 １．測定時期：

２．測定方法等
法律扶助協会から法務大臣に対する平成１５年度事業報告中の各種データに

基づき評価を行う。

１．平成１５年度に講じた施策（実施状況）
( ) 民事法律扶助事業の内容評 価 の 内 容 1

民事法律扶助事業は，以下の①～③からなる。①，②の立替費用につい

ては，原則償還を要することとされ，その償還金収入は①，②の事業に充
てることとされている。また，③の法律相談援助は，①の代理援助，②の
書類作成援助の前段階で実施されるものであり，そこでの弁護士による助
言等で解決されない事件が，①，②の援助へと進むことになる。

このような援助を受けるためには，資力に乏しいことに加え，勝訴の見
込みがあること（③についてはこの要件は不要）が必要である。

① 代理援助 民事裁判手続等（裁判前代理援助を含む ）における代理… 。
人に支払う費用（弁護士費用）の立替え

② 書類作成援助 裁判所へ提出する書類の作成費用の立替え…
③ 法律相談援助 弁護士による法律相談の実施…

( ) 事業の推移2
（単位：百万円）

１１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

936 2,142 2,822 3,290 3,489

国庫補助金額 828 1,663 2,230 2,649 2,691

償還金収入 1,457 1,889 2,709 3,704 4,542

計 2,285 3,552 4,939 6,353 7,233

12,744 20,098 29,855 35,820 40,627

163 1,063 1,870 2,370

法律相談援助件数（件） 22,362 35,505 49,802 58,158 68,769

書類作成援助開始決定件数（件）

代理援助開始決定件数（件）

国庫補助金総額

事 業 規 模





- 17 -

※ 裁判所に対する自己破産申立件数の急増に対応し，自己破産に対する
援助件数も急増しており，平成１５年度は，援助開始決定件数の ％を70
占めるに至っている。

， ，なお 民事法律扶助事業において援助対象としている自己破産事件は
借入れの動機が同情に値し，免責が見込め，更に緊急性があり，かつ弁

護士又は司法書士により援助が必要であると認められるもの等に限定さ
れている。

( ) 代理援助事件の終結結果4
勝訴 ５．０％
和解成立 ７．３％
調停成立 ４．０％ ８４．６％（成功率）

免責（破産） ６５．１％
示談成立 ３．２％

敗訴 １．２％

調停不成立 １．６％
援助取下げその他 １２．６％

（注）
勝訴：請求認容判決を受けた場合（一部認容を含む ）。
和解：訴訟手続上で当事者の合意により判決に至らずに解決する方法
調停：裁判所における民事調停，家事調停
免責：債務者の債務の全部を消滅させること
示談：訴訟，調停を提起することなく，当事者の合意により紛争を解決する

方法

敗訴：請求棄却判決を受けた場合
成功率：勝訴，和解成立，調停成立，免責及び示談成立など被援助者の権利

が実現される方向で終結したことが明らかな事件の割合

（件） （％）

１１年度 126,080 100

１２年度 139,861 111

１３年度 173,641 124

１４年度 226,484 130

１５年度 239,451 106

対前年度
伸び率

自己破産
申立件数
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( ) 償還率5

（注）
期首立替金債権：前年度までに援助した事件の立替金残高の合計
当期立替金債権：当該年度に援助した事件の立替金額の合計

償還免除額：当該年度に立替金債権の償還を免除した金額の合計
償還金収入額：当該年度に被援助者から償還された金額の合計

( ) 書類作成援助の大半は自己破産事件において活用されている。代理援助6
に比べて立替金額が低いことから，効率的な事業執行のため，本人申立て
が十分可能な事案については書類作成援助を活用することが期待される た（
だし，支部管内に，自己破産事件を適正に処理することができる司法書士

が存在することが前提となる。）。平成１５年度の書類作成援助件数は
２，３７０件であり，前年度に比べ大幅に増加しており，事件の終結結果
を見ても，代理援助の場合と異ならない。このことから，協会において，
急増する自己破産事件に対する需要に応えるため，自己破産事件の中でも

本人申立てが十分可能な事案について，書類作成援助を活用し，事業費の
確保を図っているものと評価できる。

( ) 法律扶助協会東京都支部においては，自己破産事件に対する援助の財源7
を確保するため，特定の法律事務所に対し，通常より低い単価で，自己破
産事件を大量一括委託することを試行的に開始した。１５年度の事件数は

， ， ，２５８件 節減額は４４９万円であり 事業の効率化のための工夫として

有効な方策であると評価できる。

２．評価結果
( ) 平成１５年度の代理援助，書類作成援助及び法律相談援助の各件数は，1

いずれも平成１４年度と比べて大幅に伸びており，他方で，前記のとおり
（ ( )( ) ，事業の効率的執行のための工夫もなされている。また，平成1. 6 7 ）
１５年度に終結した代理援助事件の結果別内訳は前記のとおりであり，援

助すべき事案が法律相談等において適切に選別された結果，少なくとも
８４．６％（８５．２％・平成１４年度）の事件が勝訴，和解など被援助
者の権利が実現される方向で終結している。これらのことは，民事法律扶
助事業に対する需要の増加に対し，法律扶助協会が適切に対応し，事業を

遂行していることをあらわしている。

( ) 償還金収入は，民事法律扶助の主要な財源となっているが，前記のとお2
り（ ( )( ) ，平成１５年度償還金収入は４５億円を超え，昨年度を８億1. 2 5 ）

（金額の単位：千円）

期首立替金債権
①

当期立替金債権
②

償還免除額
③

償還金収入額
④

償還率
④÷（①＋②－③）

１４年度 8,688,750 6,429,066 270,745 3,704,161 24.9%

１５年度 11,032,497 6,734,269 622,246 4,541,830 26.5%
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強上回るものである上，引き続き償還率も向上している。このことは，扶

助協会において，立替金債権を適正に管理し，償還金収入の確保に努めて
いることを示すものである。

( ) 以上のとおり，達成目標１の指標１～４，達成目標２の指標の目標をい3
ずれも達成されており，平成１５年度の民事法律扶助事業は，適正に実施
されたものと評価できる。

特になし見直しの有無

備 考


